
一般社団法人茨城県経営者協会 

経営者・労務担当者は、 
これだけは知っておきたい！ 
『事例に基づく職場の労働法』2025年版 

講師：大和田一雄弁護士（大和田・谷田部法律事務所、当協会顧問弁護士） 

会 場：水戸京成ホテル（水戸市三の丸 1-4-73）／後日配信での聴講も可能です。 

日 時：第 1回２０２５年１月２４日(金) １３:３０～１６:３０ 

    第 2回２０２５年２月２６日(水) １３:３０～１６:３０ 

参加費：１０，０００円（税込み）／全２回受講価格（非会員は 20,000 円） 

１講座のみの受講５，０００円（税込み）（非会員は 10,000 円） 

定 員：各回４０名（定員になり次第締め切らせて頂きます）／後日配信での聴講も可能です。 

講座内容（予定）： 

第 1回 
（1月 24日） 

●最近施行されたいわゆる「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取
引の適正化等に関する法律)」(2024 年 11 月 1日施行)の解説 

①フリーランス新法の制定経緯 
②フリーランス新法の規制対象と規制内容 
③下請法などとの関係 
●各種問題社員への法的対処法について～具体的事例に基づいて～ 
①売上金の一部を勝手に持ち帰ったり、会社の備品を持ち出して転売したりしている社員
を辞めさせる場合にどのような手続きを取るべきか 

②昼休みや勤務時間後に、他の社員に自分の信じる新興宗教の勧誘活動をしている社員
がおり、他の社員から苦情が寄せられている場合の対処法について 

③無精ひげや突飛な服装で出社してくる社員がおり、同僚や取引先などから苦情が寄せら
れている場合の対処法について 

④夫のいる女性社員と不倫関係を持っている男性社員がいることが発覚した場合に、会社
としてはどのような対処ができるか 

⑤男性社員が電車の中で痴漢行為をして逮捕されたが、取り調べの中で一貫して犯行を
否認している場合に、会社はどのように対処すべきか 

⑥運送会社の社員が、休日に酒気帯び運転で検挙され罰金刑を受けた場合、会社はどの

ような対処をすべきか 
⑦同僚との協調性に欠け、仕事の面でもミスが多く人事考課も最低に近い職員(いわゆるロ
ーパフォーマー社員)を解雇したいが、どのような手続きを踏めばよいか(新卒採用の社
員と中途採用社員とでは違いがあるか) 

第 1回 ●最近施行されたいわゆる「フリーランス新法(特定受託事業
者に係る取引の適正化等に関する法律)」(2024 年 11 月 1日
施行)の解説 

 ●各種問題社員への法的対処法について～具体的事例に基づいて～ 
第 2回 ●内部通報制度をめぐる法的留意点 

～公益通報者保護法改正をめぐって～ 
 ●兼業・副業や「スポットワーク」をめぐる実務上の法的問題

点について 



第 2回 
（2月 26日） 

●内部通報制度をめぐる法的留意点 
～公益通報者保護法改正をめぐって～ 

①公益通報者保護法の改正の経緯と内容について 

②改正法により設けられた企業の各種義務について 
③企業が内部通報制度を設ける場合に留意すべき法的諸問題 
④内部通報をめぐる裁判例の紹介 
 
●兼業・副業や「スポットワーク」をめぐる実務上の法的問題点 
①兼業・副業、新しい働き方「スポットワーク」とは 
②兼業・副業等の採用と企業・労働者のメリット 
③「副業・兼業の促進に関するガイドライン」について 
④そもそも副業・兼業等は自由に許されるのか 
⑤副業・兼業等はどのような場合に禁止や制限ができるのか 
⑥副業・兼業等と労働時間の管理について 

⑦副業・兼業等と割増賃金の関係について 
⑧副業・兼業等と安全配慮義務、労災保険の適用について 

■  申込方法     申込書にて、各回開催日の 1 週間前までに E-mail(gotou@ikk.or.jp)にてお申込をお願い

します。追って、参加票および請求書をお送りします。 

         ※お申し込み後のキャンセルにつきましては、当日のお取り消し（欠席含む）のみキャン

セル料として参加費の全額を申し受けます。その場合資料等を後日ご送付申し上げます。 

■  支払方法     可能な限り銀行振込にてお願い申し上げます。 

■  振 込 先    常陽銀行本店  普通預金口座 No.6501 口座名:(一社)茨城県経営者協会 

■  お問合せ     一般社団法人茨城県経営者協会事務局 （担当:後藤） 

                  〒310-0801  水戸市桜川 2-2-35  茨城県産業会館 11Ｆ 

                  TEL:029-221-5301  FAX:029-224-1109  e-mail：gotou@ikk.or.jp 

(一社)茨城県経営者協会（後藤）行き   E-mail(gotou@ikk.or.jp) 

【事例に基づく職場の労働法】参加申込書 

所属役職名 参加者氏名 申込コース／受講スタイル※ご希望のコースにチェックをお願いします 

  □全て受講 □会場にて受講 □配信にて受講 

□第１回受講（1 月 24 日） □会場にて受講 □配信にて受講 

□第２回受講（2 月 26 日） □会場にて受講 □配信にて受講 

  □全て受講 □会場にて受講 □配信にて受講 

□第１回受講（1 月 24 日） □会場にて受講 □配信にて受講 

□第２回受講（2 月 26 日） □会場にて受講 □配信にて受講 

  □全て受講 □会場にて受講 □配信にて受講 

□第１回受講（1 月 24 日） □会場にて受講 □配信にて受講 

□第２回受講（2 月 26 日） □会場にて受講 □配信にて受講 

◎配信にてご受講の方には、ご記入頂きました E-mailに視聴用の URLをお送り申し上げます。 

動画編集の関係上、セミナー終了後 1週間以内に URLをお送り申し上げます。 

 

会社名                                                                      

 

お申込み担当者ご所属・ご氏名                                                 
 

住所 〒                                                               
 

ＴＥＬ                          E-mail                               


